
財 政 と公共 政策 第28巻 第1号(通 巻 第39号)2006年5月

学会動向

日本財政学会第62回 大会

武 田 公 子(金 沢大学)

日本財政学会第62回 大会 は,2005年10月

22・23日,一 橋 大学 国立 キ ャンパス にお い

て開催 された.以 下 は管見の限 りでの同大会

の印象 ・感想 である.な お,報 告者名等 につ

いて は,敬 称 を略 させ ていただいた.

〈構成 とテーマの特徴〉

まず,今 大会 の構成上の特徴 を幾つか挙 げ

たい.第 一 に,セ ッシ ョンの編成上の工夫 で

あ る.従 来の 自由論題 ・共通論題 とい う区分

を廃 し,す べ ての報告 を何 らかのテーマの下

に編成 した ことである.こ れに よって,各 セ

ッシ ョンで個 々の報告の問に関連性 をもたせ

た討論が可 能になった とともに,個 別化 され

た報告 を梯子 して会場 を移動 する煩わ しさが

大幅 に減った ように思われた.但 し,セ ッシ

ョンに付す タイ トルについては,内 容をよ り

反映 させる よう,な お工夫の余地がある よう

に思われた.

第二 に,午 前の セ ッシ ョンの後 に1時 間程

度の 「特 別セッシ ョン」を設けた ことである.
一 日目は税務大学校 ,財 務省主計局,総 務省

自治 財政 局 とい った政策現 場 に 関わ る実務

家,二 日目は税制調査 会,地 方財政審議会 と

い う場 で提言 を行 う立場 にある(あ った)研

究者,と い う人選 であった.そ れぞれに興味

深 くはあったが,午 前中のセッシ ョンの時間

がその分短縮 されて しまい,報 告 ・討論時間

が窮屈 にな って しまっ た ことは残念で あっ

た.

第三 に,各 セ ッシ ョンのテーマについてい

えば,全 般 に地方財政ない し政府間財政関係

論 の比重が きわめて高かった とい う印象 をも

った.純 粋 に国家財政 を扱 うセ ッシ ョンは国

税,金 融政策,国 際比較 に関わる もののみで,

その他 は多かれ少 なかれ地方財政 ・政府 間財

政関係論 に関 わるセ ッシ ョンとなっていた.

28の 個別セ ッションの うち,地 方財政 関係 が

12を 占めていた他,個 別報告でカウ ン トすれ

ば,半 数以上が地方財政 ・政府間財政論に関

わる ものであ った といえる.分 権化 の潮流 の

なかで,地 方財政 の重要性 が高 まり,政 府 間

財政 関係抜 きには国家財政 をも論 じることが

で きな くなっている状況 を象徴するように思

われた.

第四 に,今 大会 では国際比較 ・外 国研究 の

セ ッシ ョンや報告がいつ にな く多 く,し か も

対象 国もきわめて多様 であった ように思われ

た.以 前私 は,「 財政 と公 共政策』第35号 に

投稿 した拙稿 にお いて,第 二外国語 を必要 と

する地域 の研 究が減少気 味であることに懸念

を示 した.し か し今大会 では,ド イツ研究が

久 々に一 つのセ ッシ ョンを成立 させた こと,

近年継続的に成立 してい た韓国に関す るセ ッ

ションとな らんで,ベ トナムを対象 としたセ

ッシ ョンが成立 した ことは注 目に値いす る.

また フランス,カ ナダ,ア メリカ,ス ウェー

デ ンといった欧米諸国 と並 んでロシアに関す

る研究報告 も登場 した よ うに,国 際比較の対

象国が多様 に展開 されていた ことも今 回の大

会の特徴 として付 け加 えることがで きるだろ

う.と はいえ他方で,歴 史研究 は依然少な く,

単独 の セ ッシ ョンを構 成 で きなか ったの は

少 々寂 しか った.

その他 に今大会 に特徴 的 なセ ッシ ョンと し

て,ソ ーシ ャルキ ャピ タル,人 的資本形成,

協働 ・パー トナー シップ といった,そ れぞれ

近年注 目され るテーマ を扱 うものがあった こ

とも記 してお くべ きであろ う.残 念 なが らこ

れ らのセ ッシ ョンに は参加 で きなかったが,

参加 された方か ら是 非感想 を聞 きたい ものだ

と思った次第である.
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<シ ンポジウム 「少子化問題を考える一 財

政の役割2」 について〉

正直 な ところを告 白すれば,少 子化 問題が

学会 で取 り上 げられ るたびに,私 個 人 として

は居心地の悪 さを感 じて きた.そ れには二つ

の理 由があ る.第 一は,財 政学会の構成員の

圧倒 的多数が男性であるのに,こ うしたテー

マ を扱 う場で はきまって報告者の構成が逆転

する というこ とにジ ェンダーバ イアスを感 じ

て しまうためであ る.こ の点 については,そ

もそ もこの テーマ に関わ る研究者の構成 に規

定 されているので,致 し方ないのか もしれ な

い.第 二の理 由は,婚 姻 や出産 とい う個人の

選択 に対 して財政 とい う国家 的なツールが何

らかの干渉 をす ることに違和感 を持 つ とい う

ことであ る。 したがって 「財政の役割?」 と

い う問いか けには 「No1」 と言いたいのが本

音である.コ ーディネー ター(山 重慎二)が,

そ もそ も少子化 は問題なのか否か とい うとこ

ろか ら討論 を始め ようとされていたのは,ま

さにこ うした感覚 に配慮 してのことと思われ

た。 しか し,パ ネ リス ト(永 瀬伸子,白 波瀬

佐和 子,樋 ロ美雄,大 田弘子)の 報告 には,

なるほ どと思 わせ るものがあった。まず,メ

インの永瀬報告で指摘 されたのは,そ もそ も

現在 の 日本社 会 ・経済 システムが特定の家族

形態(専 業主婦 ・パ ー ト)に 対するバ イアス

をもってお り,政 策的には共働 き有子モデル

へ とシフ トさせ るべ き余地はあるとい うこと

であった。 白波瀬報告 は,少 子化 の原 因と結

果に関す る疑念 を示 した上 で,政 策 と個人の

選択 との聞のタイム ラグ を考 えれば政策が直

ちに効果 を もた らす とは考 えに くく,長 期的

な観点での政策形成が必要 とした.樋 ロ報告

は,労 働市場流動化 と不安定化の下で,個 人

レベ ルで出産 ・育児 の コス トがベネ フィッ ト

を上 回ると捉 えられる ことに少子化 の一因が

ある とし,少 子化 は社 会 ・労働市場 の歪みの

反映である とした.大 田報告 は,家 族形態の

価値観 をめ ぐる議論 が先行 し,家 族形態の多

様化 とい う現実 を直視 し対応す る政策論議が

欠如 してい ると指摘 し,多 様 な選択 を可能に

する柔軟性 が政策 に求め られるとした.

永瀬報告の指摘するように,た しかに財政

シス テムにおいて も,配 偶者特別控除や国民

年金第三号被保険者 とい った特定家族形態へ

のバ イアス は存在 して きた.こ れ らは若年低

所得層へ の社会的配慮 とい う意味 を付与 され

て きたのだが,他 方で このバ イアス を助 長 し

てきた面 も確か に否めない.さ らに踏み込 ん

で言 えば,こ れ までの社会経済 シス テムが立

脚 して きた特定の家族形態モデルが事実上崩

れてきているにもかかわ らず,シ ス テムの柔

軟 な転換が 困難であ るが故 の問題,と して少

子化 を把握すれ ば,こ こに政策が関 わる余 地

があ るのか もしれ ない.そ うなる と政策的な

対応 が求 め られ るのは,保 育 サービスの充実

や育児休業 の普及 といった直接 的な育児 関連

施策 に限定 されず,よ り根本 的かつ広範な労

働市 場政策 にあ るの で はない か と考 え られ

る.報 告 の中で も 「ワーク ・ライフバ ランス

政策」 とい う表現が繰 り返 し用 い られていた

が,な るほ どそうい う意味なのか,と 得心 が

いった次第である。

〈セッション横断的な諸論点〉

同一の時 間帯 にそれぞれに興味深 い7つ の

セッションが並存するなかで,ど の会場 に行

くか は悩 ま しい ことで はあ った。以下で は,

私の関心 特 に政府 問財政 関係― に沿 っ

て出席 したセ ッシ ョンに限 られるが(そ のた

めにまるで地方財政学会 の印象記の ようにな

って しま うが),そ れ らを横 断す る論点 を挙

げて まとめ てみたい。なお,こ こで触 れた報

告以外 に も興味深い ものは多数 あったが,紙

幅の関係上割愛せ ざる をえないことをご海容

いただ きたい.

まず,国 庫補助負担金 の整理 と一般財源化

をめ ぐる問題 について,現 在 の 「三位一体改

革」 にお ける一つの焦 点は,国 があ くまで責

任 をもつべ きもの と,自 治体 に一定の裁量 を

認めて一般財源化すべ きもの との峻別をめ ぐ

る原則論 であろう.平 嶋彰英 「わが国の地方

財政制度の枠組み と三位一体改革」 は,こ の

問題 に関 して,国 家 としての優先事項 と地方

自治 とのバ ランス を重視す る とい う立場 を示

した.そ の上で,国 庫負担金 によって国の責

任 を明確 にす るもの と交付税 を通 じて保障 し
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てい く部分 とに峻別 していくべ きと主張 し

た.小 西砂千夫 「地方財政における財源保障

のあり方とわが国の交付税運営」では,交 付

税制度の本質を権能配分に対応する財源配分

と捉え,交 付税への依存度を下げるために権

能配分のパ ターンを多様化すること(自 治体

の規模等によって権限移譲や一般財源化の度

合いを変えること)を 提起した.し かしこの

提起は,討 論者(深 谷昌弘)が 指摘したよう

に,地 方制度の重層化 ・複雑化をもたらす と

いう点で現実味に欠けるものと思われた.他

方,小 西報告での地方財政計画と交付税財源

の量的関係性が全 く遮断されていることの問

題視と地財計画の歳出規模と国民負担の同時

決定の仕組みの必要性,と いう指摘は首肯で

きるものであった.こ の点については平嶋報

告でも,地 方財政計画の中には国による義務

付けによる事務で詳細な算定根拠を持つ部分

と,自 治事務保障部分として概算的な部分 と

が同居 している現状が指摘されていたが,深

谷コメントのなかでは,分 権化にふさわしい

財源付与のあ り方 として,詳 細な算出根拠に

基づいて積上げる方式より,人 口や面積にリ

ンクした財源保障が望ましいのではないかと

の提起があった.

また,国 庫負担金の廃止が公共サービスの

地域格差に繋がることへの懸念に関しては,

木村陽子 「義務教育費国庫負担金 について」

が歴史研究を踏まえた検証を試みていた.す

なわち,1949～52年 には地方財政平衡交付

金導入に伴い義務教育費国庫負担金が一時的

に廃止されたのだが,こ の時期に義務教育費

の地域格差(教 員給与や教員数で測定)は 拡

大せず,教 育条件の低下 も見 られなかった,

とのことである.し かし問題はこの事実が何

を含 意す るか とい うこ とで あろ う.討 論 者

(今井勝人)は,逆 の 因果 関係,す なわち国

庫負担金制度 は学校編成標準法 を維持す るた

めの制度であ った ことを指摘 し,格 差 を生 じ

なかったの はこの標準法 の規制 の故であ ると

した.

また,税 源移譲 に伴 って財政調整制度の役

割が注 目され るところであるが,こ れについ

ては ドイツとの比較研究 の中で興味深い報告

がな された.半 谷俊彦 「課税 自主権 と財政調

整の関係 について」 は,ド イッ市町村財政の

規模 別 ・機能別比較 を通 じて,課 税 自主権 の

拡張 と財政調整の縮小 とをバ ーター として捉

える ことへの反論 を試み た ものである.市 町

村の税収 は地域格差 の大 きい課税 ベースに規

定 されるところが大 であ り,課 税 自主権の行

使は財政調整 による歳入 の保障 を前提 として

の ものであ る,と 結論付 けた.飛 田博史 「日

本の財政調整において 『歳入調整』は可能な

のか」 は,わ が国の交付税改革論議 で ドイッ

型の 「歳入調整」 の導入 を主張する意見があ

ることに鑑 み,そ の妥当性 を考察 したもので

ある.結 論 としては,ド イッで は財政調整以

前に共通税分与 を通 じて州財政収入 の7割 が

確保 されているこ とや市町村 財政調整は州 に

よって多様 である こと等か ら,単 純 に日本 に

援用す ることには問題があ るとの ことであっ

た.

「三位一体 」 とい うまさに進行 中の改革 に

関 しては,以 上 の ような多 くの論点があるの

だ という認識 を新 たにした.そ れだけに,こ

の改革 は拙速 を避 け,十 分な議論 を積み重ね

て結論 を出すべ きもの と改めて思 った次第で

ある.
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